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   Ｇ０３Ｂ  21/16     (2006.01)
   Ｇ０９Ｆ   9/00     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  21/00     (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/1333   (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/13     (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/1335   (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｂ  21/16    　　　　
   Ｇ０９Ｆ   9/00    ３０４Ｂ
   Ｇ０９Ｆ   9/00    ３５０Ｚ
   Ｇ０９Ｆ   9/00    ３６０Ｋ
   Ｇ０９Ｆ   9/00    ３６０Ｎ
   Ｇ０３Ｂ  21/00    　　　Ｄ
   Ｇ０２Ｆ   1/1333  　　　　
   Ｇ０２Ｆ   1/13    ５０５　
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【手続補正書】
【提出日】平成26年9月22日(2014.9.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気光学パネルと、
　前記電気光学パネルが収容されるパネル収容部を備えたフレームと、
　前記フレームと前記電気光学パネルを介して対向配置され、前記電気光学パネルおよび
前記フレームより熱伝導率が高い放熱部材と、を有し、
　前記放熱部材は、前記電気光学パネルの一方の面と重なる枠部と、前記電気光学パネル
の複数の側端面の各々に対向する複数の側板部と、を含み、かつ、前記画像表示領域と重
ならないことを特徴とする電気光学モジュール。
【請求項２】
　前記放熱部材は、金属製であることを特徴とする請求項１に記載の電気光学モジュール
。
【請求項３】
　前記放熱部材の前記枠部および前記複数の側板部は、平面視で前記フレームよりも大き
いことを特徴とする請求項１または２に記載の電気光学モジュール。
【請求項４】
　前記放熱部材は、前記複数の側端面のうち、少なくとも１つの側端面が前記フレームと



(2) JP 2013-73185 A5 2014.11.6

離間することで両端が開口する流体通路を形成していることを特徴とする請求項１乃至３
の何れか一項に記載の電気光学モジュール。
【請求項５】
　前記複数の側板部のうちの少なくとも１つの側板部の外側面には、外側に向けて先端が
尖った突部を構成するテーパー面が形成されていることを特徴とする請求項１乃至４の何
れか一項に記載の電気光学モジュール。
【請求項６】
　前記電気光学パネルは、透光性の第１基板と、該前記第１基板と前記フレームとの間に
配置され、前記フレームの前記パネル収容部の底部と対向配置された透光性の第２基板と
、前記第１基板と前記第２基板との間に配置された電気光学物質層と、を備え、
　前記枠部は、前記第１基板の前記第２基板とは反対側の面の少なくとも一部と重なるこ
とを特徴とする請求項１乃至５の何れか一項に記載の電気光学モジュール。
【請求項７】
　前記第１基板の前記底部側とは反対側の面の一部を露出するように配置され、前記画像
表示領域と重なるように配置された第１透光板を備え、
　前記枠部は、前記第１基板の前記第１透光板から露出した部分の少なくとも一部と重な
るように設けられていることを特徴とする請求項６に記載の電気光学モジュール。
【請求項８】
　前記第１透光板は、平面視で前記第１基板よりも面積が小さく、
　前記第１透光板の端部は、前記第１基板の側端面と前記画像表示領域の端部との間に位
置し、
　前記枠部は、平面視で前記第１透光板を囲むように設けられていることを特徴とする請
求項７に記載の電気光学モジュール。
【請求項９】
　前記放熱部材は、前記画像表示領域に重ならず前記第１透光板の前記電気光学パネルと
は反対側に重なる板状の見切り部を構成していることを特徴とする請求項８に記載の電気
光学モジュール。
【請求項１０】
　前記第２基板の前記第１基板とは反対側の面に前記第２基板の少なくとも一部を露出す
るように設けられ、前記画像表示領域と重なるように設けられた第２透光板を備えている
ことを特徴とする請求項６乃至９の何れか一項に記載の電気光学モジュール。
【請求項１１】
　前記第１基板は、画素電極および該画素電極に対応して設けられたスイッチング素子を
備えた素子基板であることを特徴とする請求項６乃至１０の何れか一項に記載の電気光学
モジュール。
【請求項１２】
　前記電気光学パネルは、前記電気光学物質層としての液晶層を備えた液晶パネルである
ことを特徴とする請求項６乃至１１の何れか一項に記載の電気光学モジュール。
【請求項１３】
　請求項１乃至１２の何れか一項に記載の電気光学モジュールを備えた電子機器であって
、
　前記電気光学モジュールに供給される光を出射する光源部と、
　前記電気光学モジュールによって変調された光を投射する投射光学系と、
　を有していることを特徴とする電子機器。
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